
災害対策基本法の一部改正等を踏まえた 

「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針（令和 2年 7月改訂）（令和 3年 3月一部改訂）」の一部改訂について 

 

１ 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針の作成経緯 

 

平成２４年３月 「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」作成 

令和 ２年７月  東日本大震災後の法・制度改正や近年発生した災害から得られた教訓等を踏まえ改訂 

令和 ３年３月  新型コロナウイルス感染症の感染対策を反映し一部改訂 

 

 

 

 

 

２ 「災害対策基本法の一部を改正する法律」等について 

 

令和元年台風第１９号等による災害を踏まえ、中央防災会議の下で、避難情報や高齢者等の避難について検討が行われ、避難勧告及び避難

指示の取扱い、高齢者等の避難の実効性確保等に関する報告書が取りまとめられた。 

令和３年度５月１０日に災害対策基本法の一部を改正する法律が公布され、５月２０日に施行された。法改正により、関連する指針やガイ

ドラインも改定された。 

 

・ 災害対策基本法の一部を改正する法律 令和３年５月１０日公布、５月２０日施行 

「災害対策基本法の一部を改正する法律」の概要については、別紙１参照 

 

・ 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成２５年８月（令和３年５月改定）内閣府（防災担当） 別紙２参照 

・ 避難情報に関するガイドライン 令和３年５月 内閣府（防災担当） 

資料 

本指針は、区市町村等の関係機関及び関係者が災害時に人工呼吸器使用者を適切に支援できるよう、人工呼吸器使用者の把握並びに平常

時からの準備及び発災時の支援方法について示したもの 



３ 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針への反映の考え方 
法等の内容を踏まえ、東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針（以下「指針」という。）の一部改訂を行う。 

 

① 避難勧告・避難指示の一本化 

⇒風水害時の対応については、現行の指針においても、早目の避難準備・避難開始を促す内容となっているが、「避難情報に関するガイド

ライン（令和３年５月）」による新たな避難情報の変更に伴い、避難情報の名称や文言の整理を行う。 

 

② 個別避難計画の作成（区市町村の努力義務） 

⇒現行の指針では、既に計画の作成を区市町村が取り組むべき事項として位置づけているが、今回の法改正により、個別避難計画の作成

が区市町村の努力義務となったことを追記するとともに、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和３年５月改定）」の

改定のポイントを踏まえ、追加が必要と考える事項を反映。 

 

【追記が必要と考えられる事項】 

 ・個別避難計画の作成は、災害対策基本法において、区市町村の努力義務となったこと 

 ・個別避難計画の作成、避難支援関係者等への情報提供などについて、避難行動要支援者に説明し、同意を得ること 

 ・地域における支援者に関する事項 

 ・個別避難計画は、災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではなく、避難支援等関係者に対し、その結果について法的

な責任や義務を負わせるものではないこと 

 ・個別避難計画情報を共有する関係者（避難先となる施設の管理者等） 

 ・個別避難計画情報等の共有方法 

   

【その他、内容の更新（国の示す取組指針やガイドライン等により、文言・情報整理、資料の差替、データの時点更新）】 

・個別計画 ⇒ 個別避難計画 

・避難情報や気象情報の表示名や URL 

 

※修正した主なページ【塗りつぶし部分】 

  第１章・・・P3、4、5   第２章・・・P16、17、19、25、27   第４章・・・P37 

  在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画（資料３）・・・P43、44、50    

在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画作成の手引（資料４）・・・P58、65、66 

新型コロナウイルス感染症蔓延期の人工呼吸器使用者への災害対応の留意点（資料５）・・・P68-2 

避難情報と防災気象情報の一覧表（参考資料７）・・・P81 



「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第30号）の概要①

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、
以下の措置を講ずることとする。

趣 旨 施行日：令和３年５月20日

改正内容
１．災害対策基本法の一部改正

①災害時における円滑かつ迅速な避難の確保

１）避難勧告・避難指示の一本化等
＜課題＞
本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れにより被災する者が多数発生。
避難勧告と指示の違いも十分に理解されていない。 住民アンケート

・避難勧告で避難すると回答した者：26.4％
・避難指示で避難すると回答した者：40.0％＜対応＞

避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、
避難情報のあり方を包括的に見直し。

避難情報の報道イメージ（内閣府で撮影）

近年の災害における犠牲者のうち
高齢者（65歳以上）が占める割合
令和元年東日本台風：約65％
令和２年７月豪雨：約79％

＜対応＞
避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、
個別避難計画について、市町村に作成を努力義務化。

任意の取組として計画の作成が完了している市町村 約10％
任意の取組として一部の計画の作成が完了している市町村 約57％

※併せて、マイナンバー法を改正し、名簿・計画の作成等
に当たりマイナンバーに紐付く情報を活用

避難行動要支援者が
災害時に避難する際のイメージ

２）個別避難計画（仮称）（※）の作成
＜課題＞
避難行動要支援者名簿（平成25年に作成義務化）は、約99％の市町村において
作成されるなど、普及が進んだものの、いまだ災害により、多くの高齢者が被害を受けており、
避難の実効性の確保に課題。

※避難行動要支援者（高齢者、障害者等）ごとに、
避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画。
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別紙２①「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より抜粋



別紙２②

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」より抜粋


